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　子どもは、未来を創り、希望をもたらす大切な存在である。女性が安心して子どもを産み、
誰もが育てる喜びを実感し、子どもの笑顔があふれ、全ての人が幸せに生活できる社会を実現
することは、私たちみんなの願いである。

　近年、核家族化、少子化、過疎化等の進行により、子どもを取り巻く環境が大きく変化して
いる。子どもが健やかに育つことは、子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、将来
の担い手を育成するという未来への投資として地域全体で取り組むべき重要な課題である。

　鳥取県では、従来より、妊娠及び出産から成人に至るまでの全般にわたって様々な施策に取
り組んできた。平成２２年に始まった「子育て王国とっとり」の取組は、豊かな自然や住民同
士の強いきずなを生かし、子育てを地域全体で支えることを目指している。この取組が定着し、
鳥取県が最も子育てしやすく住みやすい地域として、世代を超えて受け継がれるようにするた
め、この条例を制定する。

鳥 取 県

条例　前文



子育て王国
とっとり条例

子育て王国とっとり条例
　　　 ～条文～

　( 目的 )
第１条　この条例は、急速に少子化が進行し、家庭及び地域を取り
　巻く環境が変化していることが本県の将来に多大な影響を及ぼす
　ことに鑑み、子育て王国とっとりの取組の基本的な考え方を明ら
　かにし、県及び市町村の責務並びに保護者、子育て支援団体、県
　民及び事業主の役割を定めるとともに、これらの者が連携協力し
　て子育て支援等に取り組むために必要な事項を定め、もって女性
　が安心して子どもを産み、誰もが誇りと喜びを感じながら子ども
　を育て、子どもの成長を愛情を持って支える地域社会の実現に資
　することを目的とする。

　( 定義 )
第２条　この条例において「子ども」とは、１８歳に達する日以後
　の最初の３月３１日までの間にある者をいう。
２　この条例において「子育て支援等」とは、子どもの出産及び健
　やかな成長のための環境整備、子どもの貧困対策その他の子ども
　を産み、育てることに関するあらゆる支援、援助及び応援をいう。
３　この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見
   人その他の者であって、子どもを現に監護するものをいう。
４　この条例において「子育て支援団体」とは、社会福祉法人、学
   校法人、特定非営利活動法人その他の団体であって、子育て支援
　等を行うものをいう。

　( 基本的な考え方 )
第３条　子育て王国とっとりの取組は、次に掲げる事項を基本とし
　なければならない。
(１)　子どもの健全な成長が次代の社会の活力の維持に不可欠であ
　　るという認識の下、全ての子ども及び子どもを産み、育てる者
　　が、状況に応じ最良の支援を受けられるようにすること。
(２)　貧困が次の世代に連鎖しないようにすること。
(３)　県、市町村、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主が、
　　家庭、学校、職場、地域社会等において、その役割を果たすと
　　ともに、必要に応じ連携協力すること。
(４)　結婚、出産及び子育てに関する個人の価値観が十分に尊重さ
　　れるよう配慮すること。
(５)　地域の特性である自然環境、歴史及び伝統文化の豊かさ、人
　　と人との結びつきの強さ、地域社会のまとまりの良さ等を十分
　　に生かすこと。

　( 県の責務 )
第４条　県は、前条の基本的な考え方 ( 以下「基本方針」という。)
　にのっとり、子育て支援等に関する施策を総合的に推進するもの
　とする。
２　県は、子育て支援等に関し専門性の高い施策及び広域的な対応
　が必要な施策を実施するとともに、子育て支援等に取り組む人材
　の確保及び育成に努めるものとする。
３　県は、市町村及び子育て支援団体がそれぞれの役割を果たし、
　県、市町村及び子育て支援団体が連携協力して子育て支援等を行
　うことができるよう必要な助言及び適切な援助に努めるものとす
　る。
４　県は、基本方針に対する保護者、県民及び事業主の理解を深め、
　県民及び事業主が子育て支援等に協力するよう努めるものとする。

　( 市町村の責務 )
第５条　市町村は、子育てしやすい地域社会の形成に関し重要な役
　割を担っていることから、基本方針にのっとり、子育て支援等に
　取り組む人材の確保及び育成を図り、適切な子育て支援等に関す
　る施策を実施するよう努めるものとする。
２　市町村は、県、保護者、子育て支援団体、県民及び事業主と連
　携協力して子育て支援等に取り組む体制を整備するよう努めるも
　のとする。

　( 保護者の役割 )
第６条　保護者は、自らが子育てについての第一義的責任を有する
　ことを自覚して、子どもを大切にし、子どもに生活に必要な習慣
　を身に付けさせるとともに、子どもが心身共に健やかに成長する
　よう努めるものとする。
２　保護者は、前項の役割を果たすため、それぞれの子どもに応じ
　た最良の子育て支援等を受けるよう努めるものとする。

　( 子育て支援団体の役割 )
第７条　子育て支援団体は、基本方針にのっとり、子育て支援等に
　関する専門的な知識及び経験を生かすとともに、子育て支援等を
　積極的に行うことにより、県民及び事業主の子育て支援等への関
　心と理解を深めるよう努めるものとする。
２　子育て支援団体は、県、市町村、保護者、県民及び事業主と連
　携協力して子育て支援等に取り組むよう努めるものとする。

　( 県民の役割 )
第８条　県民は、基本方針にのっとり、子ども及び子育てに対する
　関心を高め、地域における子育て支援等に協力し、子どもを産み、
　育てやすい環境の整備に努めるものとする。

　( 事業主の役割 )
第９条　事業主は、基本方針にのっとり、その事業の継続及び発展
　に努めることと併せ、労働者の職業生活と家庭生活との調和及び
　両立を図り、保護者の役割を果たすことができるようにするため
　に必要な雇用環境の整備に努めるとともに、地域における子育て
　支援等に協力するよう努めるものとする。
２　事業主は、職場の慣行、雰囲気その他の事情により職場におけ
　る出産及び子育てを支援する制度の活用が妨げられることのない
　よう、労働者の意識啓発及び労働者相互の理解促進に特に配慮し、
　希望する全ての女性が安心して子どもを産むことができる条件整
　備を行うとともに、男女を問わず子育てしやすい職場とするよう
　努めるものとする。

　( 子育て支援等の推進 )
第１０条　県は、市町村と連携協力して、別表に掲げる施策その他
　必要な子育て支援等に関する施策を推進するものとする。
２　県は、子育て支援団体、県民及び事業主による子育て支援等の
　一層の促進のために必要な支援を行うものとする。

　( 子育て王国とっとり推進指針 )
第１１条　知事は、子育て支援等に関する施策が総合的かつ着実に
　推進されるよう、施策の内容、実施方法等を示す子育て王国とっ
　とり推進指針 ( 以下「推進指針」という。) を定めるものとする。
２　知事は、推進指針を策定するときは、必要に応じて、子育て王
　国とっとり会議の意見を聴くものとする。

　( 子育て王国とっとり会議 )
第１２条　次に掲げる事務を行わせるため、子育て王国とっとり会
　議を設置する。
(１)　前条第 2 項の規定により、知事に意見を述べること。
(２)　子どもの貧困対策の推進に関する法律 ( 平成２５年法律第６
　　４号 ) 第９条第１項に規定する計画について知事に意見を述べ
　　ること。
(３)　その他この条例の施行に関する重要事項について調査審議す
　　ること。
２　子育て王国とっとり会議は、前項に掲げる事務のほか、子ども
　・子育て支援法 ( 平成２４年法律第６５号 ) 第７７条第４項に掲
　げる事務を処理するものとする。
３　子育て王国とっとり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、
　規則で定める。

　( 推進体制の整備 )
第１３条　県は、県、市町村、保護者、子育て支援団体、県民及び
　事業主が連携して子育て支援等に取り組むために必要な推進体制
　を整備するものとする。

　( 財政上の措置 )
第１４条　県は、子育て支援等に関する施策を推進するため、必要
　な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附　則
この条例は、公布の日から施行する。



希望のかなう結婚、
妊娠及び出産を支
援する施策

１　結婚を望む者が、自らが望む形で地域を舞台に結婚することができるよう、出会いから
　結婚に至るまでを支援すること。
２　職場や地域において安心して喜びに満ちた結婚、妊娠及び出産ができる環境の整備を図
　ること。
３　妊娠、出産、不妊等に関する情報提供及び相談体制の充実、不妊治療への助成等により、
　妊娠及び出産に対して支援すること。
４　妊産婦及び乳幼児の保健及び医療に係る体制の充実、子どもの病気の予防、早期発見及
　び治療の支援、小児医療費等の助成等により、安全かつ安心な妊娠、出産及び子育てがで
　きる保健及び医療の整備を図ること。
５　子どもに対して、命の大切さ並びに性、妊娠及び出産に関する正しい知識を教える等、
　親になるために必要な教育を推進すること。

安心に満ちた子育
てと豊かな子ども
の学びを支援する
施策

１　保護者の多様な希望に対応した保育所及び認定こども園における保育、幼稚園における
　預かり保育、事業所内保育、家庭的保育事業等を充実し、待機児童を出さないように、提
　供する保育の量を確保すること。
２　地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、放課後子ども教室、
　学校支援ボランティア、家庭教育支援、子育て家庭への訪問その他の地域での子育てを支
　援すること。
３　保育士、幼稚園教諭等を支援する体制の構築、これらの者の専門性を高める研修の実施
　等により、保育及び幼児教育の質を確保すること。
４　保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び児童発
　達支援又は医療型児童発達支援を提供している施設 ( 以下「保育所等」という。) におい
　て、発達段階に応じた基本的な知識及び技能を習得させ、それらを活用できる思考力、判
　断力、表現力等を育成する取組を充実させること。
５　子どもの体力向上及び健やかな体づくりのための取組並びに地域の文化財、歴史、伝統
　文化等に親しみ、理解を深める取組を推進すること。
６　保育所等において自他の命を大切にする心を育成する取組を充実させること。
７　保育所等における安全の確保並びに施設及び設備の整備、保護者に対する学習の機会及
　び情報の提供等により、保育及び教育に関する環境の改善を図ること。
８　保育所、認定こども園、幼稚園及び児童発達支援センターの保育料その他の子育てに関
　する経済的負担を軽減すること。
９　森、海、川等で行われる自然体験活動を基軸にした教育及び保育の取組を支援すること。

安心して子育てが
できるための職業
生活と家庭生活の
両立を支援する施
策

１　県民の一人一人が、誇りを持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地
　域社会等においても充実した生き方が実現できる社会を推進すること。
２　育児休業の取得に対する支援、子育てのための短時間勤務等の制度化、長時間労働の抑
　制、休暇等が取得しやすい職場風土づくり等により、安心して子育てができる就労環境の
　整備を図ること。

きずなを強め地域
みんなで取り組む
子育てを支援する
施策

１　積極的に育児に参加する日を設定して啓発を行う等により、社会全体で子育てに取り組
　む機運の醸成を図ること。
２　特定非営利活動法人、子育てサークルその他の団体及び個人の子育て支援等の活動を促
　進すること。
３　子どもが多様な世代と交流しながら遊び、伝統芸能その他の活動を行う場を提供するこ
　と。
４　家庭における学習習慣及び正しい生活習慣の啓発、家庭教育に関する学習の機会及び情
　報の提供、祖父母等が子育てに関わりやすい環境の整備、地域において子育てに関わる青
　少年団体、公民館等の活動の支援及びそれを担う人材の育成等により、家庭及び地域の教
　育力の向上を図ること。
５　子どもたちへの本の読み聞かせ、図書館での児童サービスその他の子どもの情緒、知識
　及び好奇心を育む取組を支援及び促進すること。
６　企業、店舗等が行う子育て家庭へのサービスの提供その他の子育て支援等の取組を促進
　すること。

特に支援が必要な
子ども・家庭の健
やかな生活を支援
する施策

１　貧困の状況にある子どもに対する学習の支援及びその家庭に対する孤立の防止その他の
　支援を行うこと。
２　保護者がいない又は保護者に養育させることが適当でないと認められる子どもの社会的
　自立の支援及び援助を行うこと。
３　児童虐待の予防、早期発見、早期対応その他の児童虐待の対策を行うこと。
４　ひとり親家庭に対する相談体制の充実、就業支援等により、ひとり親家庭の自立を支援
　すること。
５　障がい児が地域で安全かつ安心に生活できるよう、人生の段階に応じた支援を行い、並
　びに障がい児に対する理解及び関心を深めること。
６　不登校、ひきこもり等の困難を抱える子どもに対して必要な支援を行うこと。

区　分 施策の主な内容

別表



鳥取県福祉保健部　子育て王国推進局　子育て応援課
（電話）０８５７-２６-７１４７
（ファクシミリ）０８５７-２６-７８６３
（電子メール）kosodate@pref.tottori.jp

規則

※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

とりネットへのアクセスはこちらから

子育て王国とっとり会議の組織及び運営に関する規則

　( 趣旨 )
第１条　この規則は、子育て王国とっとり条例 ( 平成２６年鳥取県条例第５号。以下「条例」という。)
　第１２条第３項の規定に基づき、子育て王国とっとり会議 ( 以下「会議」という。) の組織及び運営に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 組織 )
第２条　会議は、委員２５人以内で組織する。
　( 委員 )
第３条　委員は、子どもの保護者又は保護者になると見込まれる者、子育て支援等 ( 条例第２条第２項に
　規定する子育て支援等をいう。以下同じ。) を行う者、事業主及び労働者を代表する者、市町村の職員
　並びに子育て支援等に関し学識経験のある者のうちから知事が任命する。
２　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任
　者の残任期間とする。
３　委員は、再任されることができる。
　( 会長 )
第４条　会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２　会長は、会務を総理し、会議を代表する。
３　会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理す
　る。
　( 専門委員 )
第５条　会議に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
２　専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから知事が任命する。
３　専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
　( 議事 )
第６条　会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　会議は、委員の半数以上が出席しなければ。会議を開くことができない。
３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
　( 部会 )
第７条　会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２　部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
３　部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
４　部会長は、当該部会の事務を掌理する。
５　部会は、会長が招集し、部会長が議長となる。
６　会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
７　第４条第３項並びに前条第２項及び第３項の規定は、部会について準用する。
　( 庶務 )
第８条　会議の庶務は、福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課において行う。
　( 雑則 )
第９条　この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
　　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

平成２６年３月２５日
鳥 取 県 規 則 第 ６ 号


